
はじめに

本書は、障害福祉サービス事業所や児童福祉事業所の経営者・管理

者、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などの支援員、さ

らには行政書士や社会保険労務士といった専門家の方々に向けて、事

業所の開業方法や運営の基本を整理・解説した実務書です。

障害福祉サービスの制度は、平成15年の「支援費制度」（障害者自

身がサービスを選び、契約して利用するしくみ）の導入を皮切りに、

平成17年には「障害者自立支援法」が制定されました。さらに平成24

年には「児童福祉法」が改正され、障害児向けサービスの拡充が図ら

れ、同じく「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」と名称を変

え、制度改正が現在に至るまで繰り返されています。

こうした制度は 3 年ごとに大きく見直され、そのたびに複雑化し、

現場が混乱しています。筆者自身、事業所の開業・運営支援に日々携

わっていますが、基準省令や解釈通知、Q&A といった資料に目を通

し、最新の情報を追いかけながら支援にあたっています。

事業所の支援を続けるなかで強く感じることがあります。それは、

経営者や管理者が事業運営について体系的に学ぶ機会がほとんどない

ということです。一部の指定権者では「指定時研修」が行われますが、

その内容は人員基準などの簡単な説明にとどまり、実際の運営に役立

つ情報は乏しいのが現状です。サービス管理責任者向けの研修も同様

です。

それにもかかわらず、実際の現場では、基準を満たしていなければ

報酬が減算されたり、場合によっては指定が取り消されたりすること

もあるのです。行政もこうした現状を理解しているでしょうが、日々

の業務に追われ、十分な支援体制を整えるのが難しいのが実情ではな

いでしょうか。

利用者支援に関しては、研修や勉強会、資格取得などの学びの機会

が比較的多く用意されていますが、事業所の開業や運営に関しては、



正しい情報を得ることが難しく、多くの事業所が不安を抱えながら事

業所を運営しています。また、基準省令や解釈通知などは、制度に関

する前提知識がないと非常に理解しづらく、読み解くのにも一苦労で

す。

そのような状況を受けて、筆者はかねてより障害福祉サービス事業

の「経営の教科害」「実務の基本書」のような 1 冊が必要だと感じて

きました。現場の経営者や支援員が制度をしっかり理解できるような、

かみ砕いた解説が掲載された、開業・運営のための実務書です。

筆者自身、情報収集と基準省令や留意事項通知などを読み込み、行

政との協議や問合せを重ねるなかで、時には失敗や恥ずかしい思いも

しながら実践的なノウハウを積み上げてきました。本書では、そうし

た経験をもとにした知識をできる限りわかりやすくまとめました。ま

だまだ至らぬ点も多いかと思いますが、今後の課題として受け止め、

さらにより良い情報をお届けできるよう努めてまいります。

本書が皆様の事業所運営に役立ち、適切な運営を通じて地域の福祉

に貢献する一助となれば幸いです。

最後に、本書の執筆にご協力いただいた士業の先生方、編集に尽力

いただいた日本法令の皆様、出版の機会を提案してくださり最後まで

伴走していただいた吉岡幸子様に、心より感謝申し上げます。

令和 7 年10月吉日

行政書士向井博

「障害」を「障がい」や「しょうがい」と表記することもありますが、

本書では法律上の文言に従い「障害」と表記しています。また、本書

は令和 7 年10月時点の法制度に基づいて解説しています。

また、本書はすべての関連情報や指定権者ごとの解釈を網羅するも

のではありません。本書の内容には万全を期しておりますが、実務に

おいては必ず指定権者をはじめとする関係機関や国民健康保険団体連

合会などの情報をご確認ください。
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＜凡例＞

本害中、法令等の名称について、以下の略称を用いています。

く法律＞

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

⇒障害者総合支援法／法

・児童福祉法 ⇒児法

•最低賃金法 ⇒最賃法

・労働基準法 ⇒労基法

・労働契約法 ⇒労契法

・短時間労働者及び有期雁用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

⇒パートタイム・有期雁用労働法

く省令＞

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18

年 9 月 29 日厚生労働省令第171号）

⇒基準省令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年 3 月 13 日厚

生労働省令第28号）

⇒指定計画相談支援の基準省令

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成24年 2 月 3 日厚生労働省令第15号）

⇒児童基準省令

＜告示＞

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サーピス等及び基準該当障害福祉サーピスに要する費用の額の

算定に関する基準（平成18年 9 月 29 日） （厚生労働省告示第523号）

⇒報酬告示

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する喪用の額

の符定に関する基準（平成24年 3 月 14 日） （厚生労働省告示第122号）

⇒通所報酬告示

•こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働

大臣が定める一単位の単価（平成18年 9 月 29 日） （厚生労働省告示第539号）

⇒厚生労働省告示
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1 障害福祉サービス事業の全体と自社の位置付け
を把握することの章義

障害福祉サービス事業は、サービスの種類が多いため、その全体像

がわかりにくくなっています。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

（以下、「障害者総合支援法」といいます）に基づくサービス（障害者、

障害児を対象）と児童福祉法に基づくサービス（障害児を対象）があ

り、それぞれに目的に応じたサービスが多数用意されています。さら

に、都道府県・市町村独自に行っているサービスもあります。

自社で行うサービスが全体のどこに位置付けられるのかをきちんと

把握するようにしましょう。サービスによって支援内容や人員基準、

想定される売上規模などが違ってくるためです。また、後々、多事業

展開を検討するにあたっては、いま提供しているサービスとの相性を

考慮することも必要になってきます。

2 障害者総合支援法に基づくサービスの種類

障害者総合支援法による障害福祉サービス事業は、次のように構成

されています。

①自立支援給付・・・全国共通の制度

②地域生活支援事業・・・都道府県・市町村が地域の実情に応じ

て行う事業

(1) 自立支援給付（全国共通の制度）

自立支援給付とは、障害者（および居宅介護等の対象となる障害児）

の自己決定権を尊重し、利用者本位で個々の障害の程度に応じたサー

ビスを受けることができる制度です。大きく「介護給付」「訓練等給
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1-1 障害者総合支援法に基づくサービスの全体像

介護給付

●居宅介護（ホームヘルプ）

•Ill度訪問介護 ー
訓練等給付

●目立訓練

●同行援護

●行動援護

•111度障琶呑等包括支援

●短期入所（ショートステイ）

●療養介護

• g . ●就労選択支援●就労移行支援

●就労継続支援

●就労定氾支援

●自立生活援助

●共同生活援助（グループホーム）

●生活介謹

●施設入所支援

相談支援

●計匪相駁支援

●地域相駁支援 會

自立支援医療

●更生医療 育成医療

●9射神通院医療沢

法実施主体は都辺府隈等

［補装具

— ●理解促進研修・啓発

●自発的活動支援

●相餃支援

●成年後見制度利用支援

●成年後見制度法人後只支援

●意思疎通支援

●日常生活用具の給付又は貸与

●手話泰仕員養成研修

●移動支援

●地域活動支援センター

●福祉ホーム

●その他の日常生活又は社会生活

支援

— ●専門性の高い相駁支援

●広域的な支援

●専門性の高い意思疎通支援を

行う者の養成・派遺

●意思疎通支援を行う者の派遺に

係る連絡調整等

（出典）全国社会幅祉協議会「1咲 ‘,1：・ネi,i祉サーピスの利） II について」

付」「その他の自立支援給付」（相談支援、自立支援医療、補装具）に

分けられます。
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ァ．介護給付

介護給付とは、障害者が日常生活を送るために必要な介助や支援を

行うサービスの総称です。次ページ！立の 9 つのサービスが対象とな

ります。これらのサービスを利用者に提供した場合、介護給付費が事

業者に支給されます。

イ．訓練等給付

訓練等給付とは、障害者の生活能力や就労能力の向上を目指して必

要な支援を行うサービスの総称です。りて2の 9 つのサービスが対象と

なります。これらのサービスを利用者に提供した場合、訓練等給付費

が事業者に支給されます。

ゥ．その他の自立支援給付

その他の自立支援給付は、サービスの利用計画を作成する相談支援、

必要な医療を提供する自立支援医療、車イスの購入・修理といった補

装用具の給付費などです。

(2) 地域生活支援事業（都道府県・市町村ごとに行う事業）

地域生活支援事業とは、障害者が、自立した日常生活または社会生

活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な

形態により計画的に実施する事業です。

自立支援給付が国（厚生労働省）による全国一律の基本ルールによっ

て運用される一方で、地域生活支援事業は、地域の実情に合わせて自

治体（都道府県・市町村）ごとに運用されます (34ページ庄3、匝召）。

地域生活支援事業でよくある例は、移動支援です。移動支援をはじ

めとする地域生活支援事業は自治体の事業ですので、指定申請の手続

きも報酬の請求方法も自治体により異なります。
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1-2 自立支援給付（全国共通の制度）の種類

居宅介談（ホームヘルプ） 者 児
入浴、排せつ、食事の介設など居宅での生

活全般にわたる介護を提供します。

重度の肢体不自由者または田度の知的障害

重度訪問介誕 者
者もしくは精神煕害者に対する居宅での入

ー 浴、排せつ、食事の介助のほか、外出の際
の移動支援を総合的に行います。

視党障害により、移動に著しい困難を有す

同行援護 者 児
る人に、移動に必要な悟報の提供（代籠．

代読を含みます）や移動の援設等の外出支

援を行います。

自己判断能力が制限されている人が行動す

行動援護 者 児 るときに、危険を回避するために必要な支

罰ヽ
援や外出支援を行います。

重度障害者等包括支援 者 児
介護の必要性がとても高い人に、居宅介謡

等複数のサービスを包括的に行います。

自宅で介誕する人が病気の場合などに、短
短期入所（ショートステイ） 者 児 期間、夜問を含めた施設で、入浴、排せつ｀

食事の介護等を行います。

医療と常時介護を必要とする人に、医療機

療穀介護 者 ー 関で機能訓練、療捉上の管理、若護、介護

および日常生活の支援を行います。

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、

生活介設 者
排せつ、食事の介護等を行うとともに、創

ー 作的活動または生産活動の機会を提供しま
す。

施設入所支援 者
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、

一 排せつ、食事の介護等を行います。

自立した日常生活または社会生活ができる

自立訓練（機能訓練） 者 ー よう、一定期間、身体機能の維持、向上の
ために必要な訓練を行います。

自立した日常生活または社会生活ができる

' 罰
自立訓練（生活訓練） 者 ー よう、一定期閻、生活能力の維持、向上の

ために必要な支援、訓練を行います。

一般企業等への就労を希望する人に、一定

就労移行支援 者 . 期間、就労に必要な知識および能力の向上
のために必要な訓練を行います。

一般企業等での就労が困難な人に、雇用し

就労継続支援A型 者 — て就労の機会を提供するとともに、能力等

の向上のために必要な訓練を行います。
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一般企業等での就労が困難な人に、非雇用
就労継続支援B型 者 — で就労の機会を提供するとともに、能力等

の向上のために必要な訓練を行います。

就労定沼支援 者
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活

一 面の課題に対応するための支援を行います。

I 
関害者が本人の希望や適性に基づいた就労

就労選択支援 者 — 先や就労支援サービスを選択できるようサ
ポートします。

一人沼らしに必要な理解カ・生活力等を補

自立生活援助 者
うため、定期的な居宅訪問や随時の対応に

ー より日常生活における課穎を把握し、必要
な支援を行います。

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、
共同生活援助 者 — 入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の

援助を行います。

［サービス利用支援】

障害福祉サービス等の申語に係る支給決定
前に、サービス等利用計画案を作成します。

支給決定後は、サーピス事業者等との連絡

計画相談支援 者
調整等を行い、サービス等利用計画の作成
を行います。

【継続サービス利用支援）
作成されたサービス等利用計画が適正かど

I 
うかモニタリング（効果の分析や評価）し、

必要に応じて見画しを行います。

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、

矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施

地域移行支援 者
設を利用する18歳以上の者等を対象とし
て、地域移行支援計画の作成、相談による

不安解消、外出への同行支援、住居確保、

関係機関との調整等を行います。

居宅において単身で生活している障害者等
地域定沼支援 者 ー を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時

には必要な支援を行います。

者・・・「障害者」 児・・・「障害児」 (18歳未満）
（出典） J以牛労働省のft料をもとに節者が修正
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1-3 都道府県による地域生活支援事業の例

都道府県相談支援体制整備事業や精神障害者地域生

広域的な支援 活支援広域調整等事業など、市町村を超える広域的

な支援が必要な事業を行います。

塁I 
意思疎通支援を行う者のうち、特に専門性の高い者

専門性の高い意思疎通支援 の祖成、または派退する事業を行います（手話通訳

を行う者の蓑成・派遣 者、要約m記者、盲ろう者向け通訳・介助口、失語

症者向け意志疎通支援者の毀成または派遇を想定）。

専門性の高い意思疎通支援
手話通訳者｀要約笥記者の派遣に係る市町村相互問

を行う者の派遇に係る連絡
の連絡調整を行います。

調整

研修事業
支援貝、相談貝｀管理者、指羽者などへの研修事業

を行います。

（出典） ／リ生労働省の行料をもとに策者が修正

1-4 市町村による地域生活支援事業の例
I 屋外での移動が困難な障害者について、外出のため

移動支援
の支援を行います。

障害者にセンターに通ってもらい、創作的活動また

地域活動支援センター は生産活動の提供、社会との交流の促進などの便宜

を図ります。

障害のため家庭において日常生活を営むのに支関の

福祉ホーム
ある身体悶害者に対し、低額な料金で日常生活に適

するような居室その他の設備を利用させるととも
に、日常生活に必要な便宜を供与します。

成年後見制度利用支援
補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であ

る人を対象に四用を援助します。

（出典）厚生労働省のft科をもとに箪者が修正

3 児童福祉法に基づくサービスの種類

児窟福祉法に基づくサービスは次のようになります (1-5) 。

障害者総合支援法に碁づくサービスの中にも障害児を対象とした

サービスがあります (1-2) 。障害者総合支援法と児箪福祉法の関係は

複雑ですが、主に児斑に対する訪問系のサーピス（居宅介護など）は

障害者総合支援法が、通所系や入所系サービスは児窟福祉法が担って

います。
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サービスによって、指定基準や必要な聞業狩金は異なります。 1節害

福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の開業を思い立ったら、

まずはご自身がどのサービスを提供したいのかを把握するようにしま

しょう。

1-5 児童福祉法に基づくサービスの種類

障害児に対して、日常生活における基本的な動作

児奮発達支援 の指羽や知的技能の付与、集団生活への適応訓練

を行います。

就学中の阻害児に対して、放課後や夏休み等の長

' 
放課後等デイサービス 期休暇等に、生活能力向上のために必要な訓練や

社会との交流促進などを行います。

保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、四害児に対して、集団生活へ

の適応のための専門的な支援などを行います。

I 
居宅訪問型児菫発達支援

外出することが著しく困難な障害児に対して、児

塑の自宅で児団発達支援を行います。

福祉型阻害児入所施設
施設に入所している障害児に対して、保護、日常

生活の指均および知識技能の付与を行います。

裔系i 施設に入所または医旅機関に入院している障害児

医療型障害児入所施設 に対して、保護、日常生活の指導および知識技能
の付与ならびに治療を行います。

［隣害児利用援助l
・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利

用計画案を作成します。, ・給付決定後、事業者等と連絡調整を行うととも

障害児相談支援 に利用計画を作成します。

［継続降害児支援利用援助］

作成された利用計画が適切かどうかモニタリング
（効果の分析評価）し、必要に応じて利用計画の見

直しを行います。

（出典））駁生労働省の在料をもとに節者が修正

4 主なサービスのマトリクス

主なサービスの収益性や聞業・運営の難易度を第者の独断と偏見で

マトリクス表にしてみました。特にこれから開業を考えている方や、

多事業展開を考えている方はぜひ参考にしてみてください (1-6) 。
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